
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
と
し
て
認
定
し
た
件                                 

一 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
件                                 

一 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の 

　規
定
に
よ
り
裁
定
を
行
っ
た
件                                                   

一 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件                                         

一 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                                 

二 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                     

二 

　公

　告 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                         

三 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                                 

四 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件                         

四 

　正

　誤 

○
令
和
七
年
十
二
月
九
日
付
け
定
例
第
六
百
三
十
三
号
中                                 

四 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
一
号 

　液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
確
保
機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法
に
つ

い
て
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

　
　令
和
八
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

東
北
ガ
ス
株
式
会
社

　代
表
取
締
役

　奥
田

　健
治 

二

　住
所 

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
向
原
五
十
番
地 

三

　認
定
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
消
防
保
安
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
達
土
地
改
良
区
が
安
達
土
地
改
良
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
土
地
改
良

事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
号 

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人

福
島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
農
地
を
利
用
す
る
権
利

（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し
て
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
で
次
の
と
お

り
裁
定
し
た
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
上
野
原

　二
四
五
番
一

　田

　
　一
、
二
八
〇 

同

　
　郡
同

　村
大
字
小
田
倉
字
上
野
原

　二
四
六
番
一

　田

　
　一
、
三
七
八 

二

　利
用
権
の
内
容 

水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

１

　始
期

　令
和
八
年
一
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　六
年 

四

　農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

（
亡
）
我
妻

　久
子 

五

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
一
、
一
四
八
円 

六

　補
償
金
の
支
払
の
方
法 

当
該
利
用
権
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
。 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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高
野
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

換
地
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
一
月
十
三
日
か
ら 

（
二
十
一
日
間
） 

同

　
　年
二
月
二
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

会
津
若
松
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
土
地
改
良
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十

五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と
し
て
、
当
該
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
玉
川

岩
瀬
郡
鏡
石
町
成
田
原
町

変
更
前

　

 

　
　
　七
・
三
～ 

　
　
　三
一
・
八 

鏡
石
線

　
八
六
番
四
地
先
か
ら

　
　

 

　
　
　
　八
・
三

同

　郡
同

　町
成
田
原
町

七
一
番
三
地
先
ま
で

　
　
変
更
後

　

 

　
　
　八
・
九
～ 

　
　
　三
一
・
八 

　
　
　一
一
・
六

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
赤
留

大
沼
郡
会
津
美
里
町
八
木

変
更
前

　

 

　
　
　九
・
〇
～ 

　
　一
一
五
・
八 

塔
寺
線

　
沢
字
町
田
一
二
二
七
番
地

　
　
　一
八
・
〇 

 

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 

同

　郡
同

　
　
　町
八
木

 

沢
字
天
神
宮
一
二
三
〇
番

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

大
沼
郡
会
津
美
里
町
雀
林

変
更
後

　

 

　
　
　九
・
〇
～ 

　
　一
一
五
・
八 

字
天
神
宮
一
二
二
七
番
地

　
　
　一
二
・
三 

 

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 
 

同

　郡
同

　
　
　町
雀
林

 

字
天
神
宮
一
二
三
〇
番
地

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

県
道
赤
留
塔
寺
線

　
　
大
沼
郡
会
津
美
里
町
雀
林
字
天
神
宮
一

令
和
八
年
一
月
九
日

　
　

二
二
七
番
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　
　
　町
雀
林
字
天
神
宮
一
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二
三
〇
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
                                 

                                       

公 告 第 １ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山
ほ か ４ 施 設 で 使 用 す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特
例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の
11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 立 テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ほ か ４ 施 設 で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 1 , 8 01 , 6 0 0 kWh  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 商 工 労 働 部 商 工 労 働 総 室 商 工 総 務 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ７ 年 10 月 29 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 ア ド バ ン テ ッ ク   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ８ 番 ３ 号  
５   落 札 金 額  

4 5 , 9 0 1 , 0 9 7 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  

令 和 ７ 年 ９ 月 19 日  
                                                                （ 商 工 総 務 課 ）  
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